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 関  原  発  第 206 号 

 2 0 2 0 年 7 月 1 7 日 

 

原子力規制委員会 殿 

 

 

住  所 大阪市北区中之島３丁目６番１６号 

申請者名 関 西 電 力 株 式 会 社 

          執行役社長   森 本  孝 

 

 

大飯発電所発電用原子炉設置変更許可申請書 

（３号及び４号発電用原子炉施設の変更） 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の８第１

項の規定に基づき、下記のとおり大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可の申請

をいたします。 

 

記 

 

一、氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名 

   氏名又は名称  関西電力株式会社 

   住    所  大阪市北区中之島３丁目６番１６号 

   代表者の氏名  執行役社長   森 本  孝 

 

二、変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地 

   名    称  大飯発電所 

   所  在  地  福井県大飯郡おおい町大島 

代 表 者 

の 氏 名  
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三、変更の内容 

  昭和４７年７月４日付４７原第６７３３号をもって設置許可を受け、別紙１

のとおり設置変更許可を受けた大飯発電所の発電用原子炉設置許可申請書の記

載事項のうち、次の事項の記述の一部を、別紙２のとおり変更する。 

五、原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備 

十、発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合におけ

る当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項 

 

四、変更の理由 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

の改正に伴い、３号炉及び４号炉における特定重大事故等対処施設に対して有毒

ガスの発生に対する防護方針について記載する。 

 

五、工事計画 

本変更については工事を要しない。 
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本資料のうち、枠囲みの範囲は 

機密に係る事項ですので 

公開することはできません。 
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別紙１ 

設 置 変 更 許 可 の 経 緯 

許可年月日 許可番号 備    考 

昭和４９年 １ 月３０日  ４８原第１１５７０号  １号及び２号原子炉施設の変更 

（水素再結合装置の設置） 

（ディーゼル発電機の増設） 

（海水淡水化装置の設置） 

昭和４９年１０月２４日  ４９原第８５１１号  １号及び２号原子炉施設の変更 

（アニュラス空気再循環設備の増設） 

昭和５０年 ２ 月 ６ 日  ４９原第１１１２０号  １号及び２号炉使用済燃料の処分の
方法の変更 

昭和５１年 ６ 月１６日  ５１安（原規）第３号  １号及び２号原子炉施設の変更 

（廃樹脂貯蔵タンクの増設） 

（炉心上部注水設備の設置） 

（格納容器可燃性ガス濃度制御設備
の設置） 

（１７×１７燃料集合体の使用） 

昭和５３年 ８ 月３１日  ５３安（原規）第２６６号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（炉心上部注水設備の変更） 

昭和５５年 ２ 月２２日  ５４資庁第１２６１４号  １号及び２号原子炉施設の変更 

（アスファルト固化装置、雑固体焼 
却設備及び洗たく排水処理設備の増
設） 

昭和５５年１２月１９日  ５５資庁第１４５８９号  １号及び２号炉使用済燃料の処分の
方法の変更 

昭和５７年 ５ 月２８日  ５６資庁第１７４７３号  １号及び２号原子炉施設の変更 

（Ｂ型燃料の使用に係る変更） 

（新燃料貯蔵ラックの増設） 

（使用済燃料輸送容器保管建屋の新
設） 

昭和５８年１１月２５日  ５８資庁第２４２７号  １号及び２号原子炉施設の変更 

（取替燃料濃縮度の変更－１、２号
炉） 

（２号炉のガドリニア試験燃料体の
使用に係る変更） 

昭和５９年 ６ 月 ２ 日  ５９資庁第２１９９号  １号及び２号原子炉施設の変更 

（Ｃ廃棄物庫の増設） 
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許可年月日 許可番号 備    考 

昭和６０年 ５ 月１７日  ５９資庁第１５７１７号  １号及び２号原子炉施設の変更 

（燃料棒最大線出力密度の変更） 

（Ｂ型バーナブルポイズンの使用） 

昭和６１年 ８ 月２０日  ６０資庁第１３０２３号  １号原子炉施設の変更 

（燃料４体の高燃焼度照射） 

昭和６２年 ２ 月１０日  ６０資庁第１９８９号  ３、４号炉増設 

昭和６２年 ５ 月１３日  ６１資庁第１５３４０号  １号及び２号原子炉施設の変更 

（取替燃料の一部にガドリニア入り
燃料を使用） 

（出力分布調整用制御棒クラスタの
撤去） 

（保修点検建屋の設置） 

平成 ２ 年 ４ 月 ４ 日  元資庁第４７３１号  １号、２号、３号及び４号原子炉施
設の変更 

（燃料集合体最高燃焼度の変更－
１、２、３、４号炉） 

（取替燃料の濃縮度の変更－１、２、
３、４号炉） 

（初装荷燃料の濃縮度の変更－３、
４号炉） 

（減損ウラン入り燃料に係る濃縮度
の変更－２号炉） 

（取替燃料の一部にガドリニア入り
燃料を使用－３、４号炉） 

（雑固体焼却設備等の１、２、３、
４号炉共用化） 

（セメントガラス固化装置の設置－
１、２、３、４号炉） 

（使用済燃料の国内の再処理委託先
の変更－１、２号炉） 

平成 ４ 年 ８ 月２１日  ２資庁第１３１６５号  １号及び２号原子炉施設の変更 

（炉心上部注入系の撤去、蓄圧注入
系蓄圧タンクの加圧ガス圧力の変更
－１、２号炉） 

（安全注入設備作動回路の一部変更
－１、２号炉） 

（廃樹脂処理装置の設置－１、２号
炉） 

（蒸気発生器の取替え－１号炉） 

（蒸気発生器保管庫の設置－１号
炉） 
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許可年月日 許可番号 備    考 

平成 ６ 年 ３ 月 ９ 日  ５資庁第５３５４号  １号及び２号原子炉施設の変更 

（蒸気発生器の取替え－２号炉） 

（蒸気発生器保管庫の設置－２号
炉） 

（出力分布調整用制御棒クラスタ駆
動軸撤去－１、２号炉） 

平成 ７ 年１２月２２日  ６資庁第１２１４３号  １号、２号、３号及び４号原子炉施
設の変更 

（燃料８体の高燃焼度先行照射－４
号炉） 

（３号炉及び４号炉の使用済燃料貯
蔵設備等を１号炉及び２号炉と共用
化） 

平成 ９ 年 ３ 月１８日  ８資庁第８９００号  １号、２号、３号及び４号原子炉施
設の変更 

（出力分布調整用制御棒クラスタ駆
動装置の撤去－１、２号炉） 

（蒸気発生器保管庫の１号及び２号
炉共用化及び保管対象物の変更） 

（雑固体廃棄物の処理方法の変更－
１、２、３、４号炉） 

平成１０年 ５ 月２８日 平成09･08･01資第１２号 １号、２号、３号及び４号原子炉施
設の変更 

（使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力の
変更－３、４号炉） 

（変更後における３号炉及び４号炉
の使用済燃料貯蔵設備を１号炉及び
２号炉と共用化） 

平成１２年 ６ 月３０日 平成11･05･27資第２号 １号、２号、３号及び４号原子炉施
設の変更 

（原子炉補機冷却設備の号機間分離
－１、２号炉） 

（使用済燃料の再処理委託先確認方
法の一部変更－１、２、３、４号炉） 

平成１５年 ９ 月２５日 平成14･08･21原第５号 １号、２号、３号及び４号原子炉施
設の変更 

（燃料集合体最高燃焼度の変更－
１、２、３、４号炉） 

（イオン交換器廃樹脂の処理方法の
変更－１、２号炉） 
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許可年月日 許可番号 備    考 

平成１７年１０月１４日 平成17･04･08原第１３号 １号、２号、３号及び４号原子炉施
設の変更 

（蒸気発生器保管庫の保管対象物の
変更及び共用化－１、２、３、４号
炉） 

平成２０年 ５ 月３０日 平成19･06･14原第７号 １号、２号、３号及び４号原子炉施
設の変更 

（ほう素再生系の撤去に伴うほう素
濃度調整方式の変更－１、２号炉） 

（ほう酸回収装置の増設－１、２号
炉） 

（廃液蒸発装置の取替えに伴う廃液
蒸発装置の容量の変更－１、２号炉） 

（洗たく排水処理設備の取替えに伴
う処理方式の変更－１、２号炉） 

（洗たく排水処理設備の設置－３、
４号炉） 

（海水淡水化装置の一部撤去－１、
２、３、４号炉） 

平成２１年 ８ 月１３日 平成20･08･12原第３２号 １号及び２号原子炉施設の変更 

（非常用電源設備のうち蓄電池の負
荷の変更） 

平成２８年１１月 ２ 日 

 

原規規発第16110234号 

 

１号、２号、３号及び４号発電用原
子炉使用済燃料の処分の方法の変更 

平成２９年 ５ 月２４日 原規規発第1705242号 ３号及び４号発電用原子炉施設の変
更 

（重大事故等対処設備の設置及び体
制の整備等） 

平成３０年 ９ 月１９日 原規規発第1809198号 １号炉及び２号炉使用済燃料の処分
の方法の変更 

平成３１年 １ 月１６日 原規規発第1901164号 ３号及び４号発電用原子炉施設の変
更 

（柏崎刈羽原子力発電所６号炉及び
７号炉の新規制基準適合性審査を通
じて得られた技術的知見の反映に係
る記載の変更） 

（内部溢水による管理区域外への漏
えいの防止に係る記載の変更） 

（地震時の燃料被覆管の閉じ込め機
能の維持に係る設計方針の追加） 
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令和元年１２月１１日 原規規発第 1912112 号 ３号及び４号発電用原子炉施設の変
更 

（３号及び４号炉共用の緊急時対策
所建屋内への緊急時対策所の設置） 

（重大事故等対策に係る体制の変
更） 

（重大事故等対策における操作の想
定時間の一部変更） 

令和２年１月２９日 原規規発第 2001294 号 ３号及び４号発電用原子炉施設の変
更 

（中央制御室、緊急時対策所等に対
する有毒ガス発生に係る防護方針の
記載追加） 

令和２年２月２６日 原規規発第 2002262 号 ３号及び４号発電用原子炉施設の変
更 

（特定重大事故等対処施設の設置及
び所内常設直流電源設備（３系統目）
の設置） 
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別紙２ 

 

変  更  の  内  容 

 

五、発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備  

ヌ．その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備  

３号炉及び４号炉のヌ．その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備

の記述のうち、(3)その他の主要な事項の(ⅷ)特定重大事故等対処施設を構

成する設備の k.緊急時制御室の記述を以下のとおり変更する。 

 

Ａ．３号炉 

ヌ．その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備の記述  

(3)その他の主要な事項 

(ⅷ) 特定重大事故等対処施設を構成する設備  

k. 緊急時制御室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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は、有毒ガスが特定重大事故等対処施設を操作する

ために必要な要員に及ぼす影響により、特定重大事故等対処施設を

操作するために必要な要員の対処能力が著しく低下し、特定重大事

故等対処施設の機能が損なわれることがない設計とする。  

そのために、固定源及び可動源それぞれに対して有毒ガス防護に

係る影響評価を実施する。 

有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては、有毒ガスが大気中に

多量に放出されるかの観点から有毒化学物質の性状、貯蔵状況等を

踏まえ、固定源及び可動源を特定する。また、固定源の有毒ガス影

響を軽減することを期待する防液堤等は、現場の設置状況を踏まえ、

評価条件を設定する。 

固定源に対しては、特定重大事故等対処施設を操作するために必

要な要員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が、有毒ガス防護のた

めの判断基準値を下回るよう設計する。可動源に対しては、    

の換気空調設備の隔離等の対策により特定重大事故等対処施

設を操作するために必要な要員を防護できる設計とする。  

有毒ガス防護に係る影響評価において、有毒ガス影響を軽減する

ことを期待する防液堤等は、必要に応じて施設管理及び運用管理を

適切に実施する。 

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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Ｂ．４号炉 

３号炉に同じ。ただし、共用設備は除く。  
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十、発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当

該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項  

 

ハ．重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基

準事故を除く。）又は重大事故  

事故に対処するために必要な施設及び体制並びに発生すると想定される

事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果 

 

３号炉及び４号炉のハ．重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異

常な過渡変化及び設計基準事故を除く。）又は重大事故 事故に対処する

ために必要な施設及び体制並びに発生すると想定される事故の程度及び影

響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果のうち、(1) 重大

事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能

力の(ⅱ)大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応における事項の b. 特定重大事故等対処施設の機能を維持

するための体制の整備の(a) 特定重大事故等対処施設の手順書の整備の(a-

1) 原子炉補助建屋等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる重大事故等が発生した場合への対応における考慮に係る記述を以

下のとおり変更する。 

 

Ａ．３号炉及び４号炉 

(1) 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な

技術的能力 

 (ⅱ ) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応における事項 

b. 特定重大事故等対処施設の機能を維持するための体制の整備  

(a) 特定重大事故等対処施設の手順書の整備  

(a-1) 原子炉補助建屋等への故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる重大事故等が発生した場合への対応における

考慮 
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(a-1-1) 原子炉補助建屋等への大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムにより想定される重大事故等が発生し、中央制御室及び緊

急時対策所が機能喪失する過酷な状態において、原子炉施設

の状態の把握及び原子炉補助建屋等への大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムにより想定される重大事故等対策の適切な

判断を行うため、必要な情報が速やかに得られるように情報

の種類及び入手方法を整理するとともに、判断基準を明確に

し、手順書にまとめる。  

(a-1-2) 原子炉格納容器の破損を防ぐために、最優先すべき操作等

を迷うことなく判断し実施できるよう、判断基準をあらかじ

め明確にした手順書を以下のとおり整備する。  

特定重大事故等対処施設の使用については、原子炉格納容

器の破損を防止するために必要な各操作について、手順着手

の判断基準を明確にした手順を整備する。  

フィルタベントについては、フィルタでは除去できない希

ガスを含んだ原子炉格納容器内雰囲気を大気へ放出する手順

であるが、原子炉格納容器の破損を防止するためにフィルタ

ベントを実施する必要がある場合において、迷わずフィルタ

ベントを用いた放射性物質の放出を行えるよう判断基準を明

確にした手順を整備する。  

(a-1-3) 特定重大事故等対処施設による対応において、財産（設備

等）保護よりも安全を優先する共通認識を持ち、行動できる

よう、社長があらかじめ方針を示す。  

特定重大事故等対処施設による対応において、原子力防災

管理者及び当直課長が躊躇せず指示できるよう、財産（設備

等）保護よりも安全を優先する方針に基づき定めた判断基準

を緊急時対策本部が使用する手順書及び運転員が使用する手

順書に整備する。また、特重施設要員が躊躇せず操作できる

よう、財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針に基づ

き定めた判断基準を特重施設要員が使用する手順書に整備す
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る。 

特定重大事故等対処施設による対応時の発電所原子力緊急

時対策本部（以下「発電所対策本部」という。）活動におい

て特定重大事故等対処施設による対応を実施する際に、発電

所対策本部長が、財産（設備等）保護よりも安全を優先する

方針にしたがった判断を実施する。また、財産（設備等）保

護よりも安全を優先する方針に基づき定めた判断基準を緊急

時対策本部が使用する手順書に整備する。  

(a-1-4) 特定重大事故等対処施設による対応に使用する手順書とし

て、発電所内の実施組織と支援組織が連携し事故の進展状況

に応じて実効的に特定重大事故等対処施設による対応を実施

するため、特重施設要員、運転員及び緊急時対策本部が使用

する手順書を適切に定める。  

緊急時対策本部が使用する手順書に、体制、通報及び発電

所対策本部内の連携等について明確にした手順を定める。  

特重施設要員及び運転員が使用する手順書は、事故の進展

状況に応じて、構成を明確化し、手順書相互間を的確に移行

できるよう、移行基準を明確にする。  

(a-1-5) 特定重大事故等対処施設による対応の判断基準として確認

される水位、圧力等の計測可能なパラメータを整理し、手順

書に明記する。 

原子炉補助建屋等への大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムにより想定される重大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを、あらかじめ選定し、手順書に明記

する。 

パラメータが故障等により計測不能な場合は、代替パラメ

ータ及び代替確認手段にて当該パラメータを推定する方法を

手順書に明記する。 

また、特定重大事故等対処施設による対応におけるパラメ

ータ挙動予測、影響評価すべき項目及び監視パラメータ等を
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手順書に整理する。 

想定する起因事象と特定重大事故等対処施設の効果の評価

にて整理した有効な情報について、特重施設要員及び発電所

緊急時対策本部要員（以下「緊急時対策本部要員」という。）

が監視すべきパラメータの選定、状況の把握及びパラメータ

挙動予測並びに影響評価のための判断情報とし、特重施設要

員及び緊急時対策本部が使用する手順書に整理する。  

(a-1-6) 原子炉補助建屋等への大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムの前兆事象を把握ができるか、それにより想定される重大

事故等を引き起こす可能性があるかを考慮して、特定重大事

故等対処施設の機能の維持及び事故の緩和対策をあらかじめ

検討しておき、前兆事象を確認した時点で事前の対応ができ

る体制及び手順を整備する。  

原子炉補助建屋等への故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる重大事故等が発生した場合又は発生する

おそれがあると原子力防災管理者又は当直課長が判断した場

合、原則として原子炉の停止及び冷却操作を行う手順を整備

する。 

(a-1-7) 有毒ガス発生時に、事故対策に必要な各種の操作を行うこ

とができるよう、特重施設要員の吸気中の有毒ガス濃度を有

毒ガス防護のための判断基準値以下とするための手順と体制

を整備する。固定源に対しては、特重施設要員の吸気中の有

毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値を下回るよう

にする。可動源に対しては、換気空調設備の隔離等により、

特重施設要員が事故対策に必要な各種の操作を行うことがで

きるようにする。 

予期せぬ有毒ガスの発生においても、特重施設要員に対し

て配備した防護具を着用することにより、事故対策に必要な

各種の操作を行うことができるよう手順と体制を整備する。  

(a-1-8) 原子炉補助建屋等への故意による大型航空機の衝突その他
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のテロリズムによる重大事故等が発生した場合においては、

特定重大事故等対処施設による対応を行う。なお、並行して

「(ⅱ) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムへの対応における事項」の「a. 可搬型設備

等による対応」で整備した可搬型設備等による対応準備も行

い、柔軟で多様性のある対応ができるように考慮する。 
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 今回の変更に係る大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類は

以下のとおりである。 

添付書類一 変更後における発電用原子炉の使用の目的に関する説明書 

  令和２年２月２６日付け原規規発第２００２２６２号をもって設

置変更許可を受けた大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書

の添付書類一に同じ。 

添付書類二 変更後における発電用原子炉の熱出力に関する説明書 

  令和２年２月２６日付け原規規発第２００２２６２号をもって設

置変更許可を受けた大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書

の添付書類二に同じ。 

添付書類三 変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類 

  変更に伴う資金及び調達計画は必要としない。 

添付書類四 変更後における発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画

を記載した書類 

  別添１に示すとおり。 

添付書類五 変更に係る発電用原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に

関する説明書 

  別添２に示すとおり。 

添付書類六 変更に係る発電用原子炉施設の場所に関する気象、地盤、水理、地

震、社会環境等の状況に関する説明書 

  令和２年２月２６日付け原規規発第２００２２６２号をもって設

置変更許可を受けた大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書

の添付書類六に同じ。 

添付書類七 変更に係る発電用原子炉又はその主要な附属施設の設置の地点から

２０キロメートル以内の地域を含む縮尺２０万分の１の地図及び５

キロメートル以内の地域を含む縮尺５万分の１の地図 

  令和２年２月２６日付け原規規発第２００２２６２号をもって設

置変更許可を受けた大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書

の添付書類七に同じ。 

添付書類八 変更後における発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書 
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  別添３に示すとおり。 

  別添３に示す記載内容以外は次のとおりである。 

  令和２年２月２６日付け原規規発第２００２２６２号をもって設

置変更許可を受けた大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書

の添付書類八に同じ。 

添付書類九 変更後における発電用原子炉施設の放射線の管理に関する説明書 

令和２年２月２６日付け原規規発第２００２２６２号をもって設

置変更許可を受けた大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書

の添付書類九に同じ。 

添付書類十 変更後における発電用原子炉施設において事故が発生した場合にお

ける当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する

説明書 

  別添４に示すとおり。 

  別添４に示す記載内容以外は次のとおりである。 

令和２年２月２６日付け原規規発第２００２２６２号をもって設

置変更許可を受けた大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書

の添付書類十に同じ。 

添付書類十一 変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管

理に必要な体制の整備に関する説明書 

  別添５に示すとおり。 
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別添１  

添  付  書  類  四  

 

変更後における発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類 

 

当社の原子力発電所の運転に要する核燃料物質（ウラン）については、

APPAK 社等とのウラン精鉱購入契約等によって確保しているウラン精鉱

等及び使用済燃料の再処理により回収される減損ウランから充当する予定

である。これによるウラン精鉱等及び減損ウランの確保済の量は、現時点

では、当社の全累積で 2029 年度約 81,416t U3O8 であり、これに対し、当

社の全累積所要量は 2029年度約 77,818t U3O8と予想される。したがって、

３号炉及び４号炉の当面の運転に必要なウランについては十分まかなえる

量を確保済であり、それ以降の所要ウランに関しても、今後の契約により

確保する予定である。  

UF6 への転換役務については、アメリカの ConverDyn 社、フランスの

Orano Cycle 社等との転換役務契約等により当面の所要量を確保しており、

それ以降の所要量に関しても、今後の契約により確保する予定である。  

UF6 の濃縮役務については、フランスの Orano Cycle 社、日本の日本原

燃株式会社等との濃縮役務契約等によって当面の所要量を確保しており、

それ以降の所要量に関しても、今後の契約により確保する予定である。  

３号炉及び４号炉用燃料の成型加工役務については、国内外事業者との

契約により確保する予定である。 
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別 添 ２  

添   付   書   類   五  

変 更 に 係 る 発 電 用 原 子 炉 施 設 の 設 置 及 び 運 転 に 関 す る  

技 術 的 能 力 に 関 す る 説 明 書  

 

本変更に係る発電用原子炉施設の設計及び工事、並びに運転及び保守（以下「設計

及び運転等」という。）のための組織、技術者の確保、経験、品質保証活動、技術者

に対する教育・訓練及び有資格者等の選任・配置については次のとおりである。 

 

１ ． 組   織  

本 変 更 に 係 る 設 計 及 び 運 転 等 は 第 1 図 に 示 す 既 存 の 原 子 力 関 係

組 織 に て 実 施 す る 。  

こ れ ら の 組 織 は 、「 核 原 料 物 質 、核 燃 料 物 質 及 び 原 子 炉 の 規 制 に

関 す る 法 律 」第 43 条 の 3 の 24 第 1 項 の 規 定 に 基 づ く 大 飯 発 電 所

原 子 炉 施 設 保 安 規 定（ 以 下「 保 安 規 定 」と い う 。）等 で 定 め ら れ た

業 務 所 掌 に 基 づ き 、 明 確 な 役 割 分 担 の も と で 大 飯 発 電 所 の 設 計 及

び 運 転 等 に 係 る 業 務 を 適 確 に 実 施 す る 。  

本 変 更 に 係 る 設 計 及 び 工 事 の 業 務 に つ い て 、 設 計 方 針 に つ い て

は 原 子 力 事 業 本 部 の 原 子 力 安 全 部 門 、 原 子 力 発 電 部 門 、 原 子 力 技

術 部 門 及 び 土 木 建 築 室 に て 定 め 、 現 場 に お け る 具 体 的 な 設 計 及 び

工 事 の 業 務 は 大 飯 発 電 所 に お い て 実 施 す る 。  

本 変 更 に 係 る 運 転 及 び 保 守 の 業 務 に つ い て 、 大 飯 発 電 所 の 発 電

用 原 子 炉 施 設 の 運 転 に 関 す る 業 務 は 発 電 室 が 、 発 電 用 原 子 炉 施 設

の 施 設 管 理 に 関 す る 業 務 は 原 子 燃 料 課 、 放 射 線 管 理 課 、 保 全 計 画

課 、 電 気 保 修 課 、 計 装 保 修 課 、 原 子 炉 保 修 課 、 タ ー ビ ン 保 修 課 、

土 木 建 築 課 、 電 気 工 事 グ ル ー プ 、 機 械 工 事 グ ル ー プ 及 び 土 木 建 築

工 事 グ ル ー プ が 、 燃 料 管 理 に 関 す る 業 務 は 原 子 燃 料 課 が 、 放 射 線

管 理 に 関 す る 業 務 は 放 射 線 管 理 課 が 、 原 子 力 防 災 、 出 入 管 理 等 に

関 す る 業 務 並 び に 火 災 発 生 時 、 内 部 溢 水 発 生 時 、 そ の 他 自 然 災 害
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発 生 時 等 、 重 大 事 故 等 発 生 時 及 び 大 規 模 損 壊 発 生 時 の 体 制 の 整 備

に 関 す る 業 務 は 安 全 ・ 防 災 室 が 実 施 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運 転 及 び 保 守 の 業 務 に つ い て 、 自 然 災 害 や 重 大 事 故 等 に も 適 確

に 対 処 す る た め 、 あ ら か じ め 、 発 電 所 長 を 本 部 長 と し た 防 災 組 織

及 び 原 子 力 防 災 組 織 を 構 築 し 、 発 生 す る 事 象 に 応 じ て 対 応 す る 。  

自 然 災 害 が 発 生 し た 場 合 は 防 災 組 織 と し て 一 般 災 害 対 策 本 部 が

設 置 さ れ 、 平 時 の 業 務 体 制 か ら 速 や か に 移 行 さ れ る 。 ま た 、 原 子

力 災 害 が 発 生 し た 場 合 又 は そ の 恐 れ が あ る 場 合 は 、 原 子 力 防 災 組

織 と し て 発 電 所 警 戒 本 部 又 は 発 電 所 緊 急 時 対 策 本 部 が 設 置 さ れ 、

平 時 の 業 務 体 制 か ら 速 や か に 移 行 さ れ る 。  

防 災 組 織 を 第 2－ 1 図 、 原 子 力 防 災 組 織 を 第 2－ 2 図 に 示 す 。  

こ れ ら の 組 織 は 、 大 飯 発 電 所 の 組 織 要 員 に よ り 構 成 さ れ 、 原 子

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。  
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力 防 災 の 体 制 に 移 行 し た と き に は 、 本 店 の 原 子 力 防 災 組 織 と 連 携

し 、 外 部 か ら の 支 援 を 受 け る こ と と す る 。  

森 林 火 災 や 地 震 な ど の 自 然 災 害 の 重 畳 時 に は 、 一 般 災 害 対 策 本

部 に よ る 活 動 と な る が 、自 然 災 害 か ら 重 大 事 故 等 が 発 生 し た 場 合、

及 び 自 然 災 害 と 重 大 事 故 等 が 重 畳 し た 場 合 、 並 び に 重 大 事 故 等 が

重 畳 し た 場 合 に は 発 電 所 緊 急 時 対 策 本 部 に て 対 応 す る こ と と し 、

重 大 事 故 等 対 策 要 員 に て 初 動 活 動 を 行 い 、 重 畳 し て 発 生 し て い る

自 然 災 害 の 対 応 は 、 本 部 長 の 指 示 の も と 、 発 電 所 緊 急 時 対 策 本 部

の 役 割 分 担 に 応 じ て 対 処 す る 。  

発 電 用 原 子 炉 施 設 の 保 安 に 関 す る 事 項 を 審 議 す る も の と し て 、

保 安 規 定 に 基 づ き 本 店 に 原 子 力 発 電 安 全 委 員 会 を 、 大 飯 発 電 所 に

原 子 力 発 電 安 全 運 営 委 員 会 を 設 置 し て い る 。 原 子 力 発 電 安 全 委 員

会 は 、 法 令 上 の 手 続 き を 要 す る 発 電 用 原 子 炉 設 置 （ 変 更 ） 許 可 申

請 書 本 文 事 項 の 変 更 、 保 安 規 定 変 更 及 び 発 電 用 原 子 炉 施 設 の 定 期

的 な 評 価 の 結 果 等 を 審 議 し 、 大 飯 発 電 所 の 原 子 力 発 電 安 全 運 営 委

員 会 は 、 発 電 所 で 作 成 す べ き 手 順 書 の 制 定 ・ 改 正 等 の 発 電 用 原 子

炉 施 設 の 保 安 運 営 に 関 す る 具 体 的 重 要 事 項 を 審 議 す る こ と で 役 割

分 担 を 明 確 に し て い る 。  
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２ ． 技 術 者 の 確 保  

(1 )  技 術 者 数  

技術者とは技術系社員のことを示しており、 2020 年 7 月 1 日現

在、原子力事業本部の各部門、大飯発電所及び土木建築室における

技術者の人数は 820 名であり、そのうち大飯発電所における技術

者の人数は 396 名である。  

このうち、 10 年以上の経験年数を有する管理職が 182 名在籍し

ている。  

(2 )  有 資 格 者 数  

原子力事業本部の各部門、大飯発電所及び土木建築室における

2020 年 7 月 1 日現在の有資格者は次のとおりであり、そのうち大

飯発電所における有資格者を括弧書きで示す。  

 

発電用原子炉主任技術者    47 名（ 7 名）  

放射線取扱主任者（第１種）    60 名（ 4 名）  

ボイラー・タービン主任技術者（第１種）   6 名（ 4 名）  

電気主任技術者（第１種）                   5 名（ 2 名）  

運転責任者として原子力規制委員会が定める  

基準に適合した者                          18 名（ 16 名）  

 

特定重大事故等対処施設を運用する上で必要となる特殊な資格

はない。  

原子力事業本部の各部門、大飯発電所及び土木建築室の技術者及

び有資格者の人数を第 1 表に示す。現在、確保している技術者数に

て本変更に係る設計及び運転等の対処が可能であるが、今後とも設

計及び運転等を適切に行い、安全を確保し、円滑かつ確実な業務遂

行を図るため、必要な教育及び訓練を行うとともに、採用を通じ、

必要な有資格者数と技術者数を継続的に確保し、配置する。  
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３．経   験  

当 社 は 、昭 和 29 年 以 来 、原 子 力 発 電 に 関 す る 諸 調 査 、諸 準 備 等

を 進 め る と と も に 、 技 術 者 を 国 内 及 び 国 外 の 原 子 力 関 係 諸 施 設 へ

多 数 派 遣 し 、 技 術 的 能 力 の 蓄 積 に 努 め て い る 。  

ま た 、 昭 和 45 年 11 月 に 美 浜 発 電 所 １ 号 炉 の 営 業 運 転 を 開 始 し

て 以 来 、 計 11 基 の 原 子 力 発 電 所 を 有 し 、 順 調 な 運 転 を 行 っ て き

た 。  

 

原 子 力 発 電 所 （ 原 子 炉 熱 出 力 ）       営 業 運 転 の 開 始  

美 浜 発 電 所 １ 号 炉 （ 約 1 ,031MW）    昭 和 45 年 11 月 28 日  

（ 平 成 27 年 4 月 27 日 運 転 終 了 ）  

     ２ 号 炉 （ 約 1 ,456MW）    昭 和 47 年  7 月 25 日  

（ 平 成 27 年 4 月 27 日 運 転 終 了 ）  

     ３ 号 炉 （ 約 2 ,440MW）    昭 和 51 年 12 月  1 日  

高 浜 発 電 所 １ 号 炉 （ 約 2 ,440MW）    昭 和 49 年 11 月 14 日  

     ２ 号 炉 （ 約 2 ,440MW）    昭 和 50 年 11 月 14 日  

     ３ 号 炉 （ 約 2 ,660MW）    昭 和 60 年  1 月 17 日  

     ４ 号 炉 （ 約 2 ,660MW）    昭 和 60 年  6 月  5 日  

大 飯 発 電 所 １ 号 炉 （ 約 3 ,423MW）    昭 和 54 年  3 月 27 日  

（ 平 成 30 年 3 月 1 日 運 転 終 了 ）  

     ２ 号 炉 （ 約 3 ,423MW）    昭 和 54 年 12 月  5 日  

（ 平 成 30 年 3 月 1 日 運 転 終 了 ）  

     ３ 号 炉 （ 約 3 ,423MW）    平 成  3 年 12 月 18 日  

     ４ 号 炉 （ 約 3 ,423MW）    平 成  5 年  2 月  2 日  

 

当 社 は 、 こ れ ら 原 子 力 発 電 所 の 建 設 時 及 び 改 造 時 の 設 計 及 び 工

事 を と お し て 豊 富 な 経 験 を 有 し 、 技 術 力 を 維 持 し て い る 。  

ま た 、営 業 運 転 開 始 以 来 、計 11 基 の 原 子 力 発 電 所 に お い て 、約

49 年 間 運 転 を 行 っ て お り 、運 転 及 び 保 守 に つ い て 十 分 な 経 験 を 有

し て い る 。  
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本 変 更 に 関 し て 、 設 計 及 び 工 事 の 経 験 と し て 、 大 飯 発 電 所 に お

い て 平 成 13 年 に は ３ 号 炉 及 び ４ 号 炉 の 使 用 済 燃 料 貯 蔵 設 備 の 貯

蔵 能 力 の 変 更 並 び に 平 成 18 年 に は ３ 号 炉 、平 成 19 年 に は ４ 号 炉

の 原 子 炉 容 器 ふ た 取 替 え 等 の 工 事 を 順 次 実 施 し て い る 。  

ま た 、 大 飯 発 電 所 ３ 号 炉 及 び ４ 号 炉 に お い て 、 耐 震 裕 度 向 上 工

事 と し て 、平 成 21 年 に は ３ 号 炉 、平 成 22 年 に は ４ 号 炉 の ポ ー ラ

ク レ ー ン 並 び に 平 成 24 年 に は ３ 号 炉 及 び ４ 号 炉 の 余 熱 除 去 系 統

配 管 、 主 蒸 気 系 統 配 管 等 に つ い て 工 事 を 実 施 し て お り 、 設 備 の 設

計 検 討 及 び 工 事 を 継 続 し て 実 施 し て い る 。  

更 な る 安 全 性 向 上 の 観 点 か ら ア ク シ デ ン ト マ ネ ジ メ ン ト 対 策 と

し て 、 代 替 再 循 環 、 代 替 補 機 冷 却 、 格 納 容 器 内 自 然 対 流 冷 却 及 び

格 納 容 器 内 注 水 の 設 備 改 造 を 検 討 し 、 対 策 工 事 を 実 施 し て い る 。  

ま た 、経 済 産 業 大 臣 の 指 示「 平 成 2 3 年 福 島 第 一・第 二 原 子 力 発

電 所 事 故 を 踏 ま え た 他 の 発 電 所 の 緊 急 安 全 対 策 の 実 施 に つ い て

（ 指 示 ）（ 平 成 23･03･28 原 第 7 号  平 成 23 年 3 月 30 日 付 ）」 に

基 づ き 実 施 し た 緊 急 安 全 対 策 に よ り 、 空 冷 式 非 常 用 発 電 装 置 、 電

源 車 、 消 防 ポ ン プ 等 の 配 備 に 関 す る 設 計 検 討 を 行 い 、 対 策 工 事 を

実 施 し て い る 。  

運 転 マ ニ ュ ア ル の 改 正 対 応 や 習 熟 訓 練 に よ る 運 転 の 知 識 ・ 技 能

の 向 上 を 図 る と と も に 、 工 事 に 関 連 す る 保 守 経 験 を 継 続 的 に 積 み

上 げ て い る 。  

ま た 、 運 転 の 経 験 と し て 、 当 社 で 発 生 し た ト ラ ブ ル 対 応 や 、 国

内 外 の ト ラ ブ ル 情 報 の 水 平 展 開 要 否 に 係 る 判 断 等 を 通 じ て 、 ト ラ

ブ ル に 関 す る 経 験 や 知 識 に つ い て も 継 続 的 に 積 み 上 げ て い る 。  

さ ら に 、 重 大 事 故 等 の 対 応 の 検 討 、 対 策 の 実 施 及 び 訓 練 の 実 施

に よ り 経 験 や 知 識 を 継 続 的 に 積 み 上 げ て い る 。  

以 上 の と お り 、 本 変 更 に 係 る 同 等 及 び 類 似 の 設 計 及 び 運 転 等 の

経 験 を 十 分 に 有 し て お り 、今 後 も 継 続 的 に 経 験 を 積 み 上 げ て い く。 
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４．品質保証活動  

設 計 及 び 運 転 等 の 各 段 階 に お け る 品 質 保 証 活 動 は 、 原 子 力 発 電

所 の 安 全 を 達 成 、維 持 及 び 向 上 さ せ る た め に 、「 原 子 力 施 設 の 保 安

の た め の 業 務 に 係 る 品 質 管 理 に 必 要 な 体 制 の 基 準 に 関 す る 規 則 」

に し た が い 、 健 全 な 安 全 文 化 を 育 成 し 及 び 維 持 す る た め の 活 動 、

関 係 法 令 及 び 保 安 規 定 の 遵 守 に 対 す る 意 識 の 向 上 を 図 る た め の 活

動 を 含 め た 品 質 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム を 確 立 し 、 実 施 し 、 評 価 確

認 し 、 継 続 的 改 善 を 行 う こ と に よ り 実 施 し て い る 。  

こ の 品 質 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム に 基 づ き 品 質 保 証 活 動 を 実 施 す

る た め の 基 本 的 実 施 事 項 を 、「 原 子 力 発 電 の 安 全 に 係 る 品 質 保 証 規

程 」（ 以 下 「 品 質 マ ニ ュ ア ル 」 と い う 。） に 定 め て い る 。  

な お 、 本 申 請 に お け る 設 計 及 び 運 転 等 の 各 段 階 に お け る 品 質 保

証 活 動 の う ち 、 原 子 力 利 用 に お け る 安 全 対 策 の 強 化 の た め の 核 原

料 物 質 、 核 燃 料 物 質 及 び 原 子 炉 の 規 制 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改

正 す る 法 律 に 基 づ き 変 更 認 可 さ れ た 発 電 用 原 子 炉 施 設 保 安 規 定 の

施 行 ま で に 実 施 し た 活 動 に つ い て は 、「 原 子 力 発 電 所 に お け る 安 全

の た め の 品 質 保 証 規 程（ Ｊ Ｅ Ａ Ｃ 4111 -2009）」及 び「 実 用 発 電 用

原 子 炉 に 係 る 発 電 用 原 子 炉 設 置 者 の 設 計 及 び 工 事 に 係 る 品 質 管 理

の 方 法 及 び そ の 検 査 の た め の 組 織 の 技 術 基 準 に 関 す る 規 則 」 に し

た が い 実 施 し て い る 。  

(1 )  品 質 保 証 活 動 の 体 制  

当社における品質保証活動は、品質マニュアルに基づく社内標準

を含む文書及びこれらの文書の中で明確にした記録で構成する文

書体系を構築し、実施する。品質保証活動に係る文書体系を第 3 図

に示す。  

また、品質マニュアルに基づき、社長を最高責任者とし、実施部

門である第 1 図に示す原子力関係組織（経営監査室を除く。）にお

ける品質保証活動に係る体制及び監査部門である経営監査室にお

ける品質保証活動に係る体制を構築している。  

社長は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、品質保
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証体制の実効性を維持することの責任と権限を有し、品質方針を設

定し、原子力の安全を確保することの重要性が組織内に伝達され、

理解されることを確実にするとともに、要員が健全な安全文化を育

成し及び維持することに貢献できるようにする。  

各業務を主管する組織の長は、品質方針にしたがい、品質保証活

動の計画、実施、評価及び改善を行い、その活動結果について、実

施部門の管理責任者である原子力事業本部長がマネジメントレビ

ューのインプットとして社長へ報告する。  

各業務を主管する組織の長は、業務の実施に際して、業務に対す

る要求事項を満足するように定めた社内標準を含む文書に基づき、

責任をもって個々の業務を実施し、要求事項への適合及び品質保証

活動の実効性を実証する記録を作成し管理する。  

経営監査室長は、監査部門の管理責任者として、実施部門と独立

した立場で内部監査を実施し、結果をマネジメントレビューのイン

プットとして社長へ報告する。  

社長は報告内容を基にマネジメントレビューを実施し、品質方針

の見直しや品質保証活動の改善のための指示を行う。  

本店の品質保証会議では、第 1 図に示す原子力関係組織（経営監

査室を除く。）の品質マネジメントシステムが実効性のあることを

評価する。また、大飯発電所の発電所レビューでは、大飯発電所の

品質マネジメントシステムが実効性のあることを評価する。  

これらのレビュー結果により保安規定や社内標準を改正する必

要がある場合は、別途、原子力発電安全委員会を開催し、その内容

を審議し、その審議結果は、業務へ反映させる。  

 (2 )  本 変 更 に 係 る 設 計 及 び 運 転 等 の 品 質 保 証 活 動  

各業務を主管する組織の長は、本変更に係る設計及び工事を品質

マニュアルにしたがい、その重要度に応じて実施する。また、製品

及び役務を調達する場合は、供給者において品質保証活動が適切に

遂行されるよう要求事項を提示し、製品及び役務やその重要度に応

じた管理を行う。なお、許認可申請等に係る解析業務を調達する場
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合は、通常の調達要求事項に加え、特別な調達管理を行う。各業務

を主管する組織の長は、検査及び試験等により調達製品が要求事項

を満足していることを確認する。  

各業務を主管する組織の長は、本変更に係る運転及び保守を適確

に遂行するため、品質マニュアルにしたがい、関係法令等の要求事

項を満足するよう個々の業務を計画し、実施し、評価を行い、継続

的に改善する。また、製品及び役務を調達する場合は、設計及び工

事と同様に管理する。  

各業務を主管する組織の長は、設計及び運転等において不適合が

発生した場合、不適合を除去し、再発防止のために原因を特定した

上で、原子力の安全に及ぼす影響に応じた是正処置等を実施する。

また、製品及び役務を調達する場合は、供給者においても不適合管

理が適切に遂行されるよう要求事項を提示し、不適合が発生した場

合には、各業務を主管する組織の長はその実施状況を確認する。  

上記のとおり、品質マニュアルを定めた上で、品質保証活動に必

要な文書を定め、調達管理を含めた品質保証活動に関する計画、実

施、評価及び改善を実施する仕組み及び役割を明確化した体制を構

築している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。  
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５ ． 教 育 ・ 訓 練  

技 術 者 は 、 原 則 と し て 入 社 後 一 定 期 間 、 当 社 原 子 力 研 修 セ ン タ

ー 、 原 子 力 発 電 所 等 に お い て 、 原 子 力 発 電 所 の 仕 組 み 、 放 射 線 管

理 等 の 基 礎 教 育 ・ 訓 練 並 び に 機 器 配 置 及 び プ ラ ン ト シ ス テ ム 等 の

現 場 教 育 ・ 訓 練 を 受 け 、 各 職 能 、 目 的 に 応 じ た 基 礎 知 識 を 習 得 す

る 。  

技 術 者 の 教 育 ・ 訓 練 は 、 当 社 原 子 力 研 修 セ ン タ ー の ほ か 、 国 内

の 原 子 力 関 係 機 関 （ 国 立 研 究 開 発 法 人 日 本 原 子 力 研 究 開 発 機 構 、

株 式 会 社 原 子 力 発 電 訓 練 セ ン タ ー 等 ） に お い て 、 各 職 能 、 目 的 に

応 じ た 実 技 訓 練 や 机 上 教 育 を 計 画 的 に 実 施 し 、一 般 及 び 専 門 知 識・

技 能 の 習 得 及 び 習 熟 に 努 め て い る 。  

ま た 、 大 飯 発 電 所 に お い て は 、 原 子 力 安 全 の 達 成 に 必 要 な 技 術

的 能 力 を 維 持 ・ 向 上 さ せ る た め 、 保 安 規 定 に 基 づ き 、 対 象 者 、 教

育 内 容 、 教 育 時 間 等 に つ い て 教 育 の 実 施 計 画 を 立 て 、 そ れ に し た

が っ て 教 育 を 実 施 す る 。  

本 変 更 に 係 る 業 務 に 従 事 す る 技 術 者 、 事 務 系 社 員 及 び 協 力 会 社

社 員 に 対 し て は 、 各 役 割 に 応 じ た 自 然 災 害 等 発 生 時 、 重 大 事 故 等

発 生 時 、 原 子 炉 補 助 建 屋 等 へ の 故 意 に よ る 大 型 航 空 機 の 衝 突 そ の

他 の テ ロ リ ズ ム に よ る 重 大 事 故 等 発 生 時 の 対 応 に 必 要 と な る 技 能

の 維 持 と 知 識 の 向 上 を 図 る た め 、 計 画 的 か つ 継 続 的 に 教 育 ・ 訓 練

を 実 施 す る 。  
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６ ． 有 資 格 者 等 の 選 任 ・ 配 置  

発 電 用 原 子 炉 主 任 技 術 者 は 、 原 子 炉 主 任 技 術 者 免 状 を 有 す る 者

の う ち 、 発 電 用 原 子 炉 施 設 の 施 設 管 理 に 関 す る 業 務 、 運 転 に 関 す

る 業 務 、 設 計 に 係 る 安 全 性 の 解 析 及 び 評 価 に 関 す る 業 務 、 燃 料 体

の 設 計 又 は 管 理 に 関 す る 業 務 の 実 務 経 験 を 3 年 以 上 有 す る 者 の 中

か ら 職 務 遂 行 能 力 を 考 慮 し た 上 で 発 電 用 原 子 炉 ご と に 選 任 す る 。  

発 電 用 原 子 炉 主 任 技 術 者 は 、 発 電 用 原 子 炉 施 設 の 運 転 に 関 し 保

安 の 監 督 を 誠 実 か つ 最 優 先 に 行 い 、 保 安 の た め の 職 務 が 適 切 に 遂

行 で き る よ う 独 立 性 を 確 保 し た 上 で 、 本 店 の 保 安 に 関 す る 管 理 職

を 配 置 す る 。  

本 店 の 保 安 に 関 す る 管 理 職 が 、 発 電 所 の 他 の 職 位 と 兼 務 す る 場

合 は 、 兼 務 す る 職 位 と し て の 判 断 と 発 電 用 原 子 炉 主 任 技 術 者 と し

て の 判 断 が 相 反 し な い 職 位 と す る と と も に 、 相 反 性 を 確 実 に 排 除

さ せ る 措 置 を 講 じ る 。  

発 電 用 原 子 炉 主 任 技 術 者 不 在 時 に お い て も 、 発 電 用 原 子 炉 施 設

の 運 転 に 関 し 保 安 上 必 要 な 指 示 が で き る よ う 、 代 行 者 を 発 電 用 原

子 炉 主 任 技 術 者 の 選 任 要 件 を 満 た す 管 理 職 か ら 選 任 し 、 職 務 遂 行

に 万 全 を 期 し て い る 。  

運 転 責 任 者 は 、 原 子 力 規 制 委 員 会 が 定 め る 基 準 に 適 合 し た 者 の

中 か ら 選 任 し 、 原 子 炉 の 運 転 を 担 当 す る 当 直 の 責 任 者 で あ る 当 直

課 長 の 職 位 と し て い る 。  
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第 1表 原子力事業本部、大飯発電所及び土木建築室の技術者の人数 

（2020 年 7 月 1 日現在） 

 

技 術 者

の 総 人

数  

技術者の

うち管理

職の人数 

技術者のうち有資格者の人数  

発 電 用

原 子 炉

主 任 技

術 者 有

資 格 者

の 人 数  

第 １ 種

放 射 線

取 扱 主

任 者 有

資 格 者

の 人 数  

運 転 責

任 者 の

基 準 に

適 合 し

た 者 の

人 数  

第 １ 種

ボ イ ラ

ー・ター

ビ ン 主

任 技 術

者 有 資

格 者 の

人 数  

第 １ 種

電 気 主

任 技 術

者 有 資

格 者 の

人 数  

原 子 力 事 業 本 部  

原 子 力 企 画 部 門  
51 

27 

(27)  
15 11 2  0  0  

原 子 力 事 業 本 部  

原 子 力 安 全 部 門  
47 

13 

(13)  
10 10 0  0  0  

原 子 力 事 業 本 部  

原 子 力 発 電 部 門  
166 

46 

(46)  
7  20 0  1  2  

原 子 力 事 業 本 部  

原 子 力 技 術 部 門  
108 

34 

(34)  
4  3  0  1  1  

原 子 力 事 業 本 部  

原 子 燃 料 部 門  
32 

12 

(12)  
4  12 0  0  0  

大 飯 発 電 所  396 
43 

(43)  
7  4  16 4  2  

土 木 建 築 室  

（ 原 子 力 関 係 ）  
20 

7 

(7)  
0  0  0  0  0  

注 :（   ）内は、管理職のうち、技術者としての経験年数が 10 年以上

の人数を示す。  
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第 1 図 原子力関係組織図 (2020 年 7 月 1 日現在)

（※２） 

（※１）発電用原子炉主任技術者 

品質保証室長 

大飯発電所長 

安全・防災室長 
所長室長 
技術課長 
原子燃料課長 
放射線管理課長 
発電室長 

 保全計画課長 

 電気保修課長 

 計装保修課長 

 原子炉保修課長 

 タービン保修課長 

 土木建築課長 

 電気工事グループ課長 

 

原子力発電 

安全運営委員会 

発電所レビュー 

電気主任技術者 

ボイラー・タービン 

主任技術者 

機械工事グループ課長 
土木建築工事グループ課長 

社長 

管理責任者（経営監査室長） 

経営監査室長 
（※１） 

管理責任者（原子力事業本部長） 

原子力事業本部長 原子力企画部門統括 

品質保証会議 

調達本部長 

原子燃料サイクル室長 

総務室長 

土木建築室長 

原子力安全部門統括 

原子力発電安全委員会 

原子力発電部門統括 

原子力技術部門統括（原子力技術） 

原子燃料部門統括 

環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

ｾﾝﾀｰ所長 

（※２） 

原子力技術部門統括（土木建築） 
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第 2－1 図 防災組織図（2020 年 7 月 1 日現在）

（大飯発電所防災組織）

一般災害対策本部

班 班長 副班長 主な職務

 総務班 所長室課長（総務） 所長室の係長 １．一般災害対策本部の設営、運営、指令の伝達

安全･防災室課長 （ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ係長を除く） ２．連絡・通信手段の確保

安全･防災室の係長 ３．要員の動員、輸送手段確保

４．緊急医療措置

５．緊急時活動用資機材の調達・輸送

６．見学者、協力会社員等の退避・避難措置

７．消火活動

８．所員および協力会社社員の安否確認の依頼、集約、把握

９．他の班に属さない事務事項

 広報班 所長室課長（地域） 所長室のコミュニケーション係長 １．報道関係対応

原子力安全統括 副所長（事務） ２．見学者の退避誘導

副所長（技術） 所長室長 ３．広報活動

安全・防災室長 品質保証室課長

運営統括長（1･2号） 電気工事グループ課長（工事）

運営統括長（3･4号） 機械工事グループ課長（工事）  情報班 技術課長 技術課の係長 １．社内一般災害対策本部との情報受理・伝達

品質保証室長 発電所課長（所則） ２．発電所一般災害対策本部内情報の整理・収集・記録・状況把握

発電所課長（電気技術AD） ３．国・自治体等関係者との連絡調整

発電所課長（機械技術AD） ４．社外関係機関への通報連絡および受信

発電所課長（BT） ５．広報用資料の集約

所長室課長（労働安全） ６．他の班に属さない技術事項

土木建築工事グループ課長

 安全管理班 安全・防災室課長 安全・防災室の係長 １．事故状況の把握、評価

原子燃料課長 原子燃料課の係長 ２．発電所構内の警備、立入制限

３．防護施設の運用

 放射線管理班 放射線管理課長 放射線管理課の係長 １．発電所内外の放射線・放射能の測定、状況把握

２．被ばく管理、汚染除去・拡大防止措置

３．放射線管理資機材の整備・点検

４．災害対策活動に伴う放射線防護措置

 発電班 発電室長 発電室の係長、定検課長、当直課長、 １．事故状況の把握・整理

当直主任 ２．事故拡大防止のための措置

３．発電所設備の保安維持

４．消火活動

 保修班 保全計画課長 保全計画課、電気保修課、計装保修 １．事故原因の究明、応急対策の立案・実施

電気保修課長 課、原子炉保修課、タービン保修課、 ２．発電所諸設備の整備・点検

計装保修課長 土木建築課の係長 ３．見学者、協力会社員等の退避・避難措置

原子炉保修課長 ４．負傷者救助

タービン保修課長 ５．消火活動

土木建築課長

 特命班 副本部長または本部附 発電所対策本部長が指名した者 １．不測の事態への対応

＊：発電用原子炉主任技術者を兼任する職位が各班の班長となる場合、あらかじめ課（室）長以上から当該の班長を任命しておく。

３号炉＊
発電用原子炉主任技術者

４号炉＊
発電用原子炉主任技術者

本　部　長
(発電所長)

副本部長 本部附
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第 2－2 図 原子力防災組織図（2020 年 7 月 1 日現在） 

（大飯発電所警戒本部及び大飯発電所原子力緊急時対策本部の組織）

警戒体制 原子力防災体制

班 班長 副班長

１．対策本部の設営、運営、指令の伝達 １．対策本部の設営、運営、指令の伝達
２．連絡・通信手段の確保 ２．連絡・通信手段の確保
３．要員の動員、輸送手段確保 ３．要員の動員、輸送手段確保
４．原子力災害医療措置 ４．原子力災害医療措置
５．緊急時活動用資機材の調達・輸送 ５．緊急時活動用資機材の調達・輸送
６．見学者、協力会社員等の退避・避難措置 ６．見学者、協力会社員等の退避・避難措置
７．初期消火活動 ７．初期消火活動
８．他の班に属さない事務事項 ８．他の班に属さない事務事項

副 本 部 長
（統括管理補佐） １．報道関係対応 １．報道関係対応

２．見学者の退避誘導 ２．見学者の退避誘導
３．広報活動 ３．広報活動

４．原子力防災センターにおける活動の支援

１．社内対策本部との情報受理・伝達 １．社内対策本部との情報受理・伝達
２．発電所警戒本部内情報の整理・収集･記録･状況把握 ２．発電所対策本部内情報の整理・収集･記録･状況把握
３．国・自治体等関係者との連絡調整 ３．国・自治体等関係者との連絡調整
４．社外関係機関への通報連絡および受信 ４．社外関係機関への通報連絡および受信
５．広報用資料の集約 ５．広報用資料の集約
６．他の班に属さない技術事項 ６．他の班に属さない技術事項

１．事故状況の把握、評価 １．原子力災害合同対策協議会との情報交換
２．発電所構内の警備、立入制限 ２．事故状況の把握、評価
３．防護施設の運用 ３．事故時影響緩和操作の検討

４．発電所構内の警備、立入制限
５．防護施設の運用
６．原子力防災センターにおける活動の支援

１．発電所内外の放射線・放射能の測定、状況把握 １．発電所内外の放射線・放射能の測定、状況把握
２．被ばく管理、汚染除去・拡大防止措置 ２．被ばく管理、汚染除去・拡大防止措置
３．放射線管理資機材の整備・点検 ３．放射線管理資機材の整備・点検
４．災害対策活動に伴う放射線防護措置 ４．災害対策活動に伴う放射線防護措置

５．原子力防災センターにおける活動の支援

１．事故状況の把握・整理 １．事故状況の把握・整理
２．事故拡大防止のための措置 ２．事故拡大防止のための措置
３．発電所設備の保安維持 ３．発電所設備の保安維持
４．初期消火活動 ４．原子力災害合同対策協議会における情報収集

５．初期消火活動

１．事故原因の究明、応急対策の立案・実施 １．事故原因の究明、応急対策の立案・実施
２．発電所諸設備の整備・点検 ２．発電所諸設備の整備・点検
３．見学者、協力会社員等の退避・避難措置 ３．見学者、協力会社員等の退避・避難措置
４．負傷者救助 ４．負傷者救助
５．初期消火活動 ５．初期消火活動

６．遠隔操作が可能な装置等の操作

＊２：発電用原子炉主任技術者を兼任する職位が各班の班長となる場合、あらかじめ課（室）長以上から当該の班長を任命しておく。

＊１：原子力防災管理者は、複数号機で同時に特定事象が発生した場合または特定事象に至ると判断した場合、以下の対応を行う。
　　　　・副本部長または本部附から号機ごとの指揮者を指名して必要な対応にあたらせる。
        ・号機ごとの対応者を明確にするよう発電所対策本部の各班長に指示する。

発電班 発電室長(発災) 発電室の係長
定検課長(発災)
当直課長(発災)
当直主任(発災)

保修班 保全計画課長
電気保修課長
計装保修課長
原子炉保修課長
タービン保修課長
土木建築課長

保全計画課、電気
保修課、計装保修
課、原子炉保修
課、タービン保修
課、土木建築課の
係長

特命班 副本部長または
本部附

指名された者 １．不測の事態への対応 １．不測の事態への対応

安全管理班 安全・防災室課長
原子燃料課長

安全・防災室の係
長
原子燃料課の係長

放射線管理班 放射線管理課長 放射線管理課の係
長

本部附
広報班 所長室課長(地域) ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ係長

原子力安全統括
技術系の副所長、
安全・防災室長、
運営統括長、
品質保証室長

副本部長および
班長を除く、各
課（室）長以上

情報班 技術課長 技術課の係長

主　な　職　務

本　部　長
(統括管理)

総務班 所長室課長(総務)
安全・防災室課長

所長室の係長（ｺ
ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ係長を除
く）
安全・防災室の係
長

原 子 力

防災管理者＊１

３号炉＊２

発電用原子炉主任技術者

４号炉＊２

発電用原子炉主任技術者
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品質 

マネジメント

システム 

計画関連条項 

項 目 

社内標準名 

所管箇所 １次 

文書 
２次文書 

４．２．３ 

４．２．４ 

文書の管理 

記録の管理 原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
※
１ 

原子力部門におけ

る文書・記録管理

通達 

原子力事業本部 

原子力企画部門 

８．２．２ 内部監査 原子力部門におけ

る内部監査通達 

 

経営監査室 

 

８．３ 

８．５．２ 

不適合の管理 

是正処置等 

不適合管理および

是正処置通達 

 

 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

８．５．２ 

８．５．３ 

是正処置等 

未然防止処置 

未然防止処置通達 

 

 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

※１：原子力発電の安全に係る品質保証規程の所管箇所は、原子力事業本部、総務室及び

経営監査室である。 
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品質 

マネジメント

システム 

計画関連条項 

項 目 

社内標準名 

所管箇所 １次 

文書 
２次文書 

４．１ 重要度分類 

原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
※
１ 

グレード分け通

達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

４．１ 安全文化 安全文化通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

５．４ 

５．５．３ 

６．２ 

品質目標 品質目標通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

５．５．３ 管理者 原子力部門にお

ける文書・記録

管理通達 

原子力事業本部 

原子力企画部門 

５．５．４ 

５．６ 

組 織 の 内 部 の

情報の伝達 

内部コミュニケ

ーション通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

６．１ 資源の確保 要員・組織計画

通達 

原子力事業本部 

原子力企画部門 

６．２ 要 員 の 力 量 の

確 保 及 び 教 育

訓練 

教育・訓練通達 原子力事業本部 

原子力企画部門 

６．１ 

７．１ 

７．２ 

７．５ 

７．６ 

８．２．４ 

 

運転管理 運転管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

燃料管理 原子燃料管理通

達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

放 射 性 廃 棄 物

管理 

放射性廃棄物管

理通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

放射線管理 放射線管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

施設管理 施設管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

非常時の措置 非常時の措置通

達 

原子力事業本部 

原子力安全部門 

その他 安全管理通達 原子力事業本部 

原子力安全部門 

原子燃料サイク

ル通達 

原子力事業本部 

原子燃料部門 

廃止措置管理通

達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

火災防護通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

原子力技術業務

要綱 

原子力事業本部 

原子力技術部門 

※１：原子力発電の安全に係る品質保証規程の所管箇所は、原子力事業本部、総務室及

び経営監査室である。 
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品質 

マネジメント

システム 

計画関連条項 

項 目 

社内標準名 

所管箇所 １次 

文書 
２次文書 

７．２．３ 

８．２．１ 

組織の外部の

者との情報の

伝達等 

組織の外部の

者の意見 

原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
※
１ 

外 部 コ ミ ュ ニ ケ

ーション通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

７．３ 設計開発 設計・開発通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

原 子 力 部 門 に お

ける文書・記録管

理通達 

原子力事業本部 

原子力企画部門 

７．４ 

７．５．５ 

調達 

調達物品の管

理 

原 子 力 部 門 に お

け る 調 達 管 理 通

達 

調達本部 

７．６ 監視測定のた

めの設備の管

理 

監視機器・測定機

器管理通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

８．２．３ プロセスの監

視測定 

品質目標通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

原 子 力 部 門 に お

け る 内 部 監 査 通

達 

経営監査室 

運転管理通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

不 適 合 管 理 お よ

び是正処置通達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

未 然 防 止 処 置 通

達 

原子力事業本部 

原子力発電部門 

７．６ 

８．２．４ 

機器等の検査

等 

検査・試験通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

８．４ 

８．５．２ 

データの分析

及び評価 

データ分析通達 原子力事業本部 

原子力発電部門 

※１：原子力発電の安全に係る品質保証規程の所管箇所は、原子力事業本部、総務室

及び経営監査室である。 
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別添３  

添  付  書  類  八  

変更後における発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書  

 

令和２年２月２６日付け原規規発第２００２２６２号をもって設置

変更許可を受けた大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添

付書類八の３号炉及び４号炉に係る記述のうち、下記内容を変更又は

追加する。  

 

記  

 

（３号炉及び４号炉）  

1. 安全設計のうち以下を追加する。  

1.2 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針  

1.2.12 発電用原子炉設置変更許可申請（2020 年 7 月 17 日申請分）に

係る安全設計の方針  

1.2.12.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則（平成 25 年 6 月 19 日制定）」に対

する適合  

10. その他発電用原子炉の附属施設のうち以下を変更する。  

10.13 特定重大事故等対処施設  

10.13.11 緊急時制御室  

10.13.11.2 設計方針  
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（３号炉及び４号炉） 

1. 安全設計 

1.2 「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」に対する適合  

1.2.12 原子炉設置変更許可申請（2020年7月17日申請分）に係る安全設計の方

針 

1.2.12.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則（平成25年6月19日制定）」に対する適合  
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第四十二条 特定重大事故等対処施設 

１ 工場等には、次に掲げるところにより、特定重大事故等対処施設を

設けなければならない。 

 二 原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を有するもの

であること。 

 

適合のための設計方針 

に関して以下のとおり設計する。 

有毒ガスの発生に関して、有毒ガスが特定重大事故等対処施設を操作

するために必要な要員に及ぼす影響により、特定重大事故等対処施設を

操作するために必要な要員の対処能力が低下し、特定重大事故等対処施

設の機能が損なわれることがない設計とする。  

そのために、固定源及び可動源それぞれに対して有毒ガス防護に係る

影響評価を実施する。 

固定源に対しては、特定重大事故等対処施設を操作するために必要な

要員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が、有毒ガス防護のための判断

基準値を下回る設計とするとともに、可動源に対しては、      

の換気空調設備の隔離等の対策により特定重大事故等対処施設を操作す

るために必要な要員を防護できる設計とする。  

そのほかの      に係る設計方針については、令和2年2月26日

付け原規規発第2002262号をもって設置変更許可を受けた設計方針に同

じ。 

 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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10. その他発電用原子炉の附属施設 

10.13 特定重大事故等対処施設 

10.13.11 緊急時制御室 

10.13.11.2 設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。  
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枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。  
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は、有毒ガスが特定重大事故等対処施設を操作するた

めに必要な要員に及ぼす影響により、特定重大事故等対処施設を操作

するために必要な要員の対処能力が著しく低下し、特定重大事故等対

処施設の機能が損なわれることがない設計とする。  

そのために、有毒ガス評価ガイドを参照し、有毒ガス防護に係る影

響評価を実施する。 

有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては、有毒ガスが大気中に多

量に放出されるかの観点から、有毒化学物質の揮発性等の性状、貯蔵

量、建屋内保管、換気等の貯蔵状況等を踏まえ、敷地内及び中央制御

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。  
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室等から半径 10km 以内にある敷地外の固定源並びに可動源を特定し、

特定した有毒化学物質に対して有毒ガス防護のための判断基準値を設

定する。また、固定源の有毒ガス影響を軽減することを期待する防液

堤等は、現場の設置状況を踏まえ、評価条件を設定する。  

固定源に対しては、貯蔵容器すべてが損傷し、有毒化学物質の全量

流出によって発生した有毒ガスが大気中に放出される事象を想定し、

特定重大事故等対処施設を操作するために必要な要員の吸気中の有毒

ガス濃度の評価結果が、有毒ガス防護のための判断基準値を下回るよ

う設計する。 

可動源に対しては、「10.12 通信連絡設備」に記載する通信連絡設

備による連絡、      の換気空調設備の隔離、防護具の着用等

により特定重大事故等対処施設を操作するために必要な要員を防護で

きる設計とする。 

有毒ガス防護に係る影響評価において、有毒ガス影響を軽減するこ

とを期待する防液堤等は、必要に応じて施設管理及び運用管理を適切

に実施する。 

 

 

 

 

10.13.11.2.1 多重性又は多様性、独立性、位置的分散  

変更前の「10.13.11.2.1 多重性又は多様性、独立性、位置的分散」

の記載に同じ。 

 

10.13.11.2.2 悪影響防止 

変更前の「10.13.11.2.2 悪影響防止」の記載に同じ。  

 

10.13.11.2.3 共用の禁止 

変更前の「10.13.11.2.3 共用の禁止」の記載に同じ。  

 

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。  
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10.13.11.2.4 容量等 

変更前の「10.13.11.2.4 容量等」の記載に同じ。  

 

10.13.11.2.5 環境条件等 

変更前の「10.13.11.2.5 環境条件等」の記載に同じ。  

 

10.13.11.2.6 操作性の確保 

変更前の「10.13.11.2.6 操作性の確保」の記載に同じ。  
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別添４ 

 

添  付  書  類  十 

変更後における発電用原子炉施設において事故が  

発生した場合における当該事故に対処するために  

必要な施設及び体制の整備に関する説明書  

 

令和２年２月２６日付け原規規発第２００２２６２号をもって設置変更許

可を受けた大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類十の３

号炉及び４号炉に係る記述のうち、下記内容を変更する。 

 

記 

 

（３号炉及び４号炉） 

5. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技

術的能力を変更する。 

5.2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

への対応における事項 

5.2.2 特定重大事故等対処施設の機能を維持するための体制の整備  

5.2.2.1 特定重大事故等対処施設の手順書の整備  

 (1) 原子炉補助建屋等への故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる重大事故等が発生した場合への対応における考慮  
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（３号炉及び４号炉） 

5. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力 

5.2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

への対応における事項 

5.2.2 特定重大事故等対処施設の機能を維持するための体制の整備  

5.2.2.1 特定重大事故等対処施設の手順書の整備  

 (1) 原子炉補助建屋等への故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる重大事故等が発生した場合への対応における考慮  

a.  原子炉補助建屋等への大型航空機の衝突その他のテロリズム

により想定される重大事故等が発生し、中央制御室及び緊急時

対策所が機能喪失する過酷な状態において、原子炉施設の状態

の把握及び原子炉補助建屋等への大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムにより想定される重大事故等対策の適切な判断を行う

ため、必要な情報が速やかに得られるように情報の種類及び入

手方法を整理するとともに、判断基準を明確にし、手順書にま

とめる。 

 

b.  原子炉格納容器の破損を防ぐために、最優先すべき操作等を

迷うことなく判断し実施できるよう、判断基準をあらかじめ明

確にした手順書を以下のとおり整備する。  

特定重大事故等対処施設の使用については、原子炉格納容器

の破損を防止するために必要な各操作について、手順着手の判

断基準を明確にした手順を整備する。  

フィルタベントについては、フィルタでは除去できない希ガ

スを含んだ原子炉格納容器内雰囲気を大気へ放出する手順であ

るが、原子炉格納容器の破損を防止するためにフィルタベント

を実施する必要がある場合において、迷わずフィルタベントを

用いた放射性物質の放出を行えるよう判断基準を明確にした手

順を整備する。 
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c.  特定重大事故等対処施設による対応において、財産（設備等）

保護よりも安全を優先する共通認識を持ち、行動できるよう、

社長があらかじめ方針を示す。  

特定重大事故等対処施設による対応において、原子力防災管

理者及び当直課長が躊躇せず指示できるよう、財産（設備等）

保護よりも安全を優先する方針に基づき定めた判断基準を緊急

時対策本部が使用する手順書及び運転員が使用する手順書に整

備する。また、特重施設要員が躊躇せず操作できるよう、財産

（設備等）保護よりも安全を優先する方針に基づき定めた判断

基準を特重施設要員が使用する手順書に整備する。  

特定重大事故等対処施設による対応時の発電所の原子力緊急

時対策本部（以下「発電所対策本部」という。）活動において

特定重大事故等対処施設による対応を実施する際に、発電所対

策本部長が、財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針に

したがった判断を実施する。また、財産（設備等）保護よりも

安全を優先する方針に基づき定めた判断基準を緊急時対策本部

が使用する手順書に整備する。  

 

d.  特定重大事故等対処施設による対応に使用する手順書として、

発電所内の実施組織と支援組織が連携し事故の進展状況に応じ

て実効的に特定重大事故等対処施設による対応を実施するため、

特重施設要員、運転員及び緊急時対策本部が使用する手順書を

適切に定める。 

緊急時対策本部が使用する手順書に、体制、通報及び発電所

対策本部内の連携等について明確にした手順を定める。 

特重施設要員及び運転員が使用する手順書は、事故の進展状

況に応じて、構成を明確化し、手順書相互間を的確に移行でき

るよう、移行基準を明確にする。  
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e.  特定重大事故等対処施設による対応の判断基準として確認さ

れる水位、圧力等の計測可能なパラメータを整理し、手順書に

明記する。 

原子炉補助建屋等への大型航空機の衝突その他のテロリズム

により想定される重大事故等に対処するために監視することが

必要なパラメータを、あらかじめ選定し、手順書に明記する。  

パラメータが故障等により計測不能な場合は、代替パラメー

タ及び代替確認手段にて当該パラメータを推定する方法を手順

書に明記する。 

また、特定重大事故等対処施設による対応におけるパラメー

タ挙動予測、影響評価すべき項目及び監視パラメータ等を手順

書に整理する。 

想定する起因事象と特定重大事故等対処施設の効果の評価に

て整理した有効な情報について、特重施設要員及び発電所緊急

時対策本部要員（以下「緊急時対策本部要員」という。）が監

視すべきパラメータの選定、状況の把握及びパラメータ挙動予

測並びに影響評価のための判断情報とし、特重施設要員及び緊

急時対策本部が使用する手順書に整理する。  

 

f.  原子炉補助建屋等への大型航空機の衝突その他のテロリズム

の前兆事象を把握ができるか、それにより想定される重大事故

等を引き起こす可能性があるかを考慮して、特定重大事故等対

処施設の機能の維持及び事故の緩和対策をあらかじめ検討して

おき、前兆事象を確認した時点で事前の対応ができる体制及び

手順を整備する。 

原子炉補助建屋等への故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる重大事故等が発生した場合又は発生するおそ

れがあると原子力防災管理者又は当直課長が判断した場合、原

則として原子炉の停止及び冷却操作を行う手順を整備する。  
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g.  有毒ガス発生時に、事故対策に必要な各種の操作を行うこと

ができるよう、特重施設要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガ

ス防護のための判断基準値以下とするための手順と体制を整備

する。固定源に対しては、特重施設要員の吸気中の有毒ガス濃

度を有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする。可

動源に対しては、換気空調設備の隔離等により、特重施設要員

が事故対策に必要な各種の操作を行うことができるようにする。  

予期せぬ有毒ガスの発生においても、特重施設要員に対して

配備した防護具を着用することにより、事故対策に必要な各種

の操作を行うことができるよう手順と体制を整備する。  

 

h.  原子炉補助建屋等への故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる重大事故等が発生した場合においては、特定

重大事故等対処施設による対応を行う。なお、並行して「5.2.1 

可搬型設備等による対応」で整備した可搬型設備等による対応

準備も行い、柔軟で多様性のある対応ができるように考慮する。  
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別添５ 

添  付  書  類  十  一 

変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る  

品質管理に必要な体制の整備に関する説明書  

 

1. 概要 

本説明書は、変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係

る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書として、品質管理に関する

事項に基づき、発電用原子炉施設の当該設置変更許可申請（以下「本申請」

という。）に当たって実施した設計活動に係る品質管理の実績及びその後の

工事等の活動に係る品質管理の方法、組織等に係る事項を記載する。  
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2. 基本方針 

本説明書では、本申請における、「実施した設計活動に係る品質管理の実績」

及び「その後の工事等の活動に係る品質管理の方法、組織等に係る事項」を、

以下のとおり説明する。 

(1) 設計活動に係る品質管理の実績 

「設計活動に係る品質管理の実績」として、実施した設計の管理の方法

を「3. 設計活動に係る品質管理の実績」に記載する。 

具体的には、組織について「3.1 本申請における設計に係る組織（組織

内外の相互関係及び情報伝達含む。）」に、実施する各段階について「3.2 

本申請における設計の各段階とその審査」に、品質管理の方法について

「3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法」に、調達管理の方法に

ついて「3.4 本申請における調達管理の方法」に、文書管理について「3.5 

本申請における文書及び記録の管理」に、不適合管理について「3.6 本申

請における不適合管理」に記載する。 

(2) その後の工事等の活動に係る品質管理の方法、組織等に係る事項  

その後の工事等の活動に係る品質管理の方法、組織等に係る事項につい

ては、「4. その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等」に記載する。  

具体的には、組織について「4.1 その後の工事等の活動に係る組織（組織

内外の相互関係及び情報伝達含む。）」に、実施する各段階について「4.2 そ

の後の設計、工事等の各段階とその審査」に、品質管理の方法について

「4.3 その後の設計に係る品質管理の方法」、「4.4 工事に係る品質管理の方

法」及び「4.5 使用前事業者検査の方法」に、設計及び工事の計画の認可

申請（以下「設工認」という。）における調達管理の方法について「4.6 設

工認における調達管理の方法」に、文書管理について「4.7 その後の設計、

工事等における文書及び記録の管理」に、不適合管理について「4.8 その後

の不適合管理」に記載する。 

また、設工認に基づき、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則（平成 25 年 6 月 28 日原子力規制委員会規則第 6 号）（以下

「技術基準規則」という。）」への適合性を確保するために必要となる設備
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（以下「適合性確認対象設備」という。）の施設管理について、「5. 適合性

確認対象設備の施設管理」に記載する。  
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3. 設計活動に係る品質管理の実績 

本申請に当たって実施した設計に係る品質管理は、発電用原子炉設置変更

許可申請書本文における十一、発電用原子炉施設の保安のための業務に係る

品質管理に必要な体制の整備に関する事項（以下「設置許可本文十一号」と

いう。）に基づき以下のとおり実施する。  

なお、本申請における設計及び調達に係る業務のうち、原子力利用におけ

る安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律等の一部を改正する法律に基づき変更認可された発電用原子炉施設保

安規定の施行までに実施した業務は、設置許可本文十一号に基づくものでは

ないことから、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核

燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律に基づき変

更認可された発電用原子炉施設保安規定の施行までに実施した業務の実績に

ついては、本申請における活動実績に応じて記載する。 

 

3.1 本申請における設計に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）  

設計及び調達は、第 1 図に示す本店組織及び発電所組織に係る体制で実

施する。 

また、設計（「3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法」）並びに

調達（「3.4 本申請における調達管理の方法」）の各プロセスを主管する箇所

を第 1 表に示す。  

第 1 表に示す各プロセスを主管する箇所の長は、担当する設備に関する

設計並びに調達について、責任と権限を持つ。 

 

3.1.1 設計に係る組織 

設計は、第 1 表に示す主管箇所のうち、「3.3 本申請における設計に係

る品質管理の方法」に係る箇所が設計を主管する組織として実施する。  

この設計に必要な資料の作成を行うため、第 1 図に示す体制を定めて

設計に係る活動を実施する。 

なお、本申請において上記による体制で実施した。  
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3.1.2 調達に係る組織 

調達は、第 1 表に示す本店組織及び発電所組織の調達を主管する箇所

で実施する。 

 

3.2 本申請における設計の各段階とその審査 

本申請における設計は、本申請における申請書作成及びこれに付随する

基本的な設計として、設置許可本文十一号「7.3 設計開発」のうち、必要な

事項に基づき以下のとおり実施する。 

本申請における設計の各段階と設置許可本文十一号との関係を第 2 表に

示す。 

設計を主管する箇所の長は、第 2 表に示すアウトプットに対する審査

（以下「レビュー」という。）を実施するとともに、記録を管理する。 

なお、設計の各段階におけるレビューについては、第 1 表に示す設計を

主管する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。 

なお、本申請において上記による活動を実施した。  

 

3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法 

設計を主管する箇所の長は、本申請における設計として、「3.3.1 設計開

発に用いる情報の明確化」、「 3.3.2(1) 申請書作成のための設計」及び

「3.3.2(2) 設計のアウトプットに対する検証」の各段階を実施する。  

以下に各段階の活動内容を示す。 

 

3.3.1 設計開発に用いる情報の明確化 

設計を主管する箇所の長は、本申請に必要な設計開発に用いる情報を

明確にする。 

なお、本申請において上記による活動を実施した。  

 

3.3.2 設計及び設計のアウトプットに対する検証  

設計を主管する箇所の長は、本申請における設計を以下のとおり実施

する。 
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(1) 申請書作成のための設計 

設計を主管する箇所の長は、本申請における申請書作成のための設

計を実施する。 

また、設計を主管する箇所の長は、本申請における申請書の作成に

必要な基本的な設計の品質を確保する上で重要な活動となる、「調達に

よる解析」及び「手計算による自社解析」について、個別に管理事項

を実施し品質を確保する。 

なお、本申請において上記による活動を実施した。  

(2) 設計のアウトプットに対する検証  

設計を主管する箇所の長は、「3.3.2 設計及び設計のアウトプットに

対する検証」のアウトプットが設計のインプット（「3.3.1 設計開発に

用いる情報の明確化」）で与えられた要求事項に対する適合性を確認し

た上で、要求事項を満たしていることの検証を、組織の要員に指示す

る。 

なお、この検証は当該業務を直接実施した原設計者以外の者に実施

させる。 

なお、本申請において上記による活動を実施した。  

(3) 申請書の作成 

設計を主管する箇所の長は、本申請における申請書作成のための設

計からのアウトプットを基に、本申請に必要な書類等を取りまとめる。 

なお、本申請において上記による活動を実施した。  

(4) 申請書の承認 

設計を主管する箇所の長は、作成した資料を取りまとめ、原子力発

電安全委員会へ付議し、審議及び確認を得る。  

また、本申請の提出手続きを主管する箇所の長は、原子力発電安全

委員会の審議及び確認を得た本申請における申請書について、原子力

規制委員会への提出手続きの承認を得る。 

なお、本申請において上記による活動を実施した。  

 

3.3.3 設計における変更 
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設計を主管する箇所の長は、設計の変更が必要となった場合、各設計

結果のうち、影響を受けるものについて必要な設計を実施し、影響を受

けた段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。  

 

3.3.4 新検査制度移行に際しての本申請における設計管理の特例  

設計を主管する箇所の長が実施する本申請における設計管理の対象と

なる業務のうち、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律

に基づき変更認可された発電用原子炉施設保安規定の施行までに実施し

た本申請における申請書作成に係る社内手続き又は基本設計に係る調達

製品の検証については、設置許可本文十一号に基づく設計管理は適用し

ない。 

 

3.4 本申請における調達管理の方法 

調達を主管する箇所の長は、調達管理を確実にするために、設置許可本

文十一号に基づき以下に示す管理を実施する。  

 

3.4.1 供給者の技術的評価 

調達を主管する箇所の長は、供給者が当社の要求事項に従って調達製

品を供給する技術的な能力を判断の根拠として、供給者の技術的評価を

実施する。 

 

3.4.2 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は、本申請における設計に必要な調達を行う

場合、調達に必要な要求事項を明確にし、契約を主管する箇所の長へ供

給者の選定を依頼する。また、契約を主管する箇所の長は、「3.4.1  供給

者の技術的評価」で、技術的な能力があると判断した供給者を選定する。  

供給者に対しては品質保証計画書を提出させ審査する。 

 

3.4.3 調達管理 
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調達を主管する箇所の長は、調達に関する品質保証活動を行うに当た

って、以下に基づき業務を実施する。  

 (1) 仕様書の作成 

調達を主管する箇所の長は、業務の内容に応じ、設置許可本文十一

号に基づく調達要求事項を含めた仕様書を作成し、供給者の業務実施

状況を適切に管理する。（「3.4.3(2) 調達した役務の検証」参照） 

(2) 調達した役務の検証 

調達を主管する箇所の長は、調達した役務が調達要求事項を満たし

ていることを確実にするために調達した役務の検証を行う。  

供給者先で検証を実施する場合は、あらかじめ仕様書で検証の要領

及び調達した役務のリリースの方法を明確にした上で、検証を行う。  

 

3.4.4 請負会社他品質監査 

供給者に対する監査を主管する箇所の長は、供給者の品質保証活動及

び健全な安全文化を育成し維持するための活動が適切で、かつ、確実に

行われていることを確認するために、請負会社他品質監査を実施する。  

 

3.5 本申請における文書及び記録の管理 

本申請における設計に係る文書及び記録については、設置許可本文十一

号に定める品質マネジメント文書、それらに基づき作成される品質記録で

あり、これらを適切に管理する。 

 

3.6 本申請における不適合管理 

本申請に基づく設計において発生した不適合については、適切に処置を

行う。 
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4. その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等  

その後の工事等の活動に係る品質管理の方法、組織等に係る事項について

は、設置許可本文十一号に基づき以下のとおり実施する。  

 

4.1 その後の工事等の活動に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含

む。） 

その後の工事等の活動は、第 1 図に示す本店組織及び発電所組織に係る

体制で実施する。 

 

4.2 その後の設計、工事等の各段階とその審査  

4.2.1 設計及び工事等のグレード分けの適用 

設計及び工事等におけるグレード分けは、原子炉施設の安全上の重要

度に応じて行う。 

 

4.2.2 設計及び工事等の各段階とその審査 

設計又は工事を主管する箇所の長並びに検査を担当する箇所の長は、

その後における設計及び工事等の各段階において、レビューを実施する

とともに、記録を管理する。 

なお、設計の各段階におけるレビューについては、設計及び工事を主

管する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。  

 

4.3 その後の設計に係る品質管理の方法  

設計を主管する箇所の長は、設工認における技術基準規則等への適合性

を確保するための設計を実施する。 

 

4.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

その後の設計を主管する箇所の長は、設工認に必要な要求事項を明確

にする。 

 

4.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 
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その後の設計を主管する箇所の長は、各条文の対応に必要な適合性確

認対象設備を抽出する。 

 

4.3.3 設計及び設計のアウトプットに対する検証  

設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備の技術基準規則等へ

の適合性を確保するための設計を実施する。  

 (1) 基本設計方針の作成（設計 1） 

設計を主管する箇所の長は、技術基準規則等の適合性確認対象設備

に必要な要求事項に対する設計を漏れなく実施するために、技術基準

規則の条文ごとに各条文に関連する要求事項を用いて設計項目を明確

にした基本設計方針を作成する。  

(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設

計 2） 

設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備に対し、変更があ

った要求事項への適合性を確保するための詳細設計を、「設計 1」の結

果を用いて実施する。 

(3) 詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理  

設計を主管する箇所の長は、詳細設計の品質を確保する上で重要な

活動となる、「調達による解析」及び「手計算による自社解析」につい

て、個別に管理事項を実施し、品質を確保する。  

(4) 設計のアウトプットに対する検証  

設計を主管する箇所の長は、「4.3.3 設計及び設計のアウトプットに

対する検証」のアウトプットが設計のインプット（「4.3.1 適合性確認

対象設備に対する要求事項の明確化」及び「4.3.2 各条文の対応に必要

な適合性確認対象設備の選定」参照）で与えられた要求事項に対する

適合性を確認した上で、要求事項を満たしていることの検証を、組織

の要員に指示する。 

なお、この検証は適合性確認を実施した者の業務に直接関与してい

ない上位職位の者に実施させる。 

(5) 設工認申請書の作成 
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設計を主管する箇所の長は、その後の設計からのアウトプットを基

に、設工認に必要な書類等を取りまとめる。 

(6) 設工認申請書の承認 

設工認申請書の取りまとめを主管する箇所の長は、設計を主管する

箇所の長が作成した資料を取りまとめ、原子力発電安全委員会へ付議

し、審議及び確認を得る。 

 

4.3.4 設計における変更 

設計を主管する箇所の長は、設計対象の追加又は変更が必要となった

場合、各設計結果のうち、影響を受けるものについて必要な設計を実施

し、影響を受けた段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。  

 

4.4 工事に係る品質管理の方法 

工事を主管する箇所の長は、具体的な設備の設計の実施及びその結果を

反映した設備を導入するために必要な工事を、「4.6 設工認における調達管

理の方法」の管理を適用して実施する。  

 

4.4.1 具体的な設備の設計の実施（設計 3） 

工事を主管する箇所の長は、工事段階において、要求事項に適合する

ための具体的な設計（設計 3）を実施し、決定した具体的な設備の設計結

果を取りまとめる。 

 

4.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施  

工事を主管する箇所の長は、要求事項に適合する設備を設置するため

の工事を実施する。 

 

4.5 使用前事業者検査の方法 

使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載

された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合してい
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ることを確認するため、使用前事業者検査を計画し、工事実施箇所からの

独立性を確保した検査体制のもと、実施する。 

 

4.5.1 使用前事業者検査での確認事項 

使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記

載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合し

ていることを確認するために、以下の項目について検査を実施する。  

(1) 実設備の仕様の適合性確認 

(2) 品質マネジメントシステムに係る検査  

 

4.5.2 使用前事業者検査の計画 

検査を担当する箇所の長は、適合性確認対象設備が、認可された設工

認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に

適合していることを確認するため、使用前事業者検査を計画する。 

 

4.5.3 検査計画の管理 

検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は、使用前事業

者検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを管理す

る。 

 

4.5.4 使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は、検査要領書の作成、検査体制を確立して実施す

る。 

 

4.6 設工認における調達管理の方法 

調達を主管する箇所の長は、設工認で行う調達管理を確実にするために、

品質管理に関する事項に基づき以下に示す管理を実施する。  

 

4.6.1 供給者の技術的評価 
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調達を主管する箇所の長は、供給者が当社の要求事項に従って調達製

品を供給する技術的な能力を判断の根拠として、供給者の技術的評価を

実施する。 

 

4.6.2 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は、設工認に必要な調達を行う場合、原子力

安全に対する影響、供給者の実績等を考慮し、業務の重要度に応じてグ

レード分けを行い管理する。 

 

4.6.3 調達製品の調達管理 

調達を主管する箇所の長は、調達に関する品質保証活動を行うに当た

って、原子力安全に対する影響及び供給者の実績等を考慮し、以下の調

達管理に基づき業務を実施する。 

(1) 仕様書の作成 

調達を主管する箇所の長は、業務の内容に応じ、品質管理に関する

事項に基づく調達要求事項を含めた仕様書を作成し、供給者の業務実

施状況を適切に管理する。（「4.6.3(2) 調達製品の管理」参照） 

(2) 調達製品の管理 

調達を主管する箇所の長は、当社が仕様書で要求した製品が確実に

納品されるよう調達製品が納入されるまでの間、製品に応じた必要な

管理を実施する。 

(3) 調達製品の検証 

調達を主管する箇所の長は、調達製品が調達要求事項を満たしてい

ることを確実にするために調達製品の検証を行う。  

なお、供給者先で検証を実施する場合、あらかじめ仕様書で検証の

要領及び調達製品のリリースの方法を明確にした上で、検証を行う。  

 

4.6.4 請負会社他品質監査 
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供給者に対する監査を主管する箇所の長は、供給者の品質保証活動及

び健全な安全文化を育成し維持するための活動が適切で、かつ、確実に

行われていることを確認するために、請負会社他品質監査を実施する。  

 

4.7 その後の設計、工事等における文書及び記録の管理  

その後の設計、工事等における文書及び記録については、設置許可本文

十一号に示す文書、それらに基づき作成される品質記録であり、これらを

適切に管理する。 

 

4.8 その後の不適合管理 

その後の設計、工事及び試験・検査において発生した不適合については

適切に処置を行う。 
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5. 適合性確認対象設備の施設管理 

工事を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備について、技術基準規則

への適合性を使用前事業者検査を実施することにより確認し、適合性確認対

象設備の使用開始後においては、施設管理に係る業務プロセスに基づき原子

炉施設の安全上の重要度に応じた点検計画を策定し保全を実施することによ

り、適合性を維持する。 
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第 1 表 設計及び調達の実施の体制                                    

プロセス 主管箇所 

3.3 
本申請における設計に

係る品質管理の方法 

本店 土木建築室 

本店 原子力企画部門 

本店 原子力安全部門 

本店 原子力発電部門 

本店 原子力技術部門 

本店 原子燃料部門 

発電所 安全･防災室  

発電所 所長室 

発電所 技術課 

発電所 原子燃料課 

発電所 放射線管理課 

発電所 保全計画課 

発電所 電気保修課 

発電所 計装保修課 

発電所 原子炉保修課 

発電所 タービン保修課 

発電所 土木建築課 

発電所 電気工事グループ 

発電所 機械工事グループ 

発電所 土木建築工事グループ 

3.4 
本申請における調達管

理の方法 

本店 土木建築室 

本店 原子力企画部門 

本店 原子力安全部門 

本店 原子力発電部門 

本店 原子力技術部門 

本店 原子燃料部門 

発電所 安全･防災室  

発電所 所長室 

発電所 技術課 

発電所 原子燃料課 

発電所 放射線管理課 

発電所 電気保修課 

発電所 計装保修課 

発電所 原子炉保修課 

発電所 タービン保修課 

発電所 土木建築課 

発電所 電気工事グループ 

発電所 機械工事グループ 

発電所 土木建築工事グループ 
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第 2 表 本申請における設計及び調達の各段階 

各段階 
設置許可本文十

一号の対応項目 
概 要 

設
計 

3.3 

本申請における

設計に係る品質

管理の方法 

7.3.1 設計開発計

画 

                                                                                           

本申請及びこれに付

随する基本設計を実

施するための計画 

3.3.1 

設計開発に用い

る情報の明確化 

7.3.2 設計開発に

用いる情報 

本申請及びこれに付

随する基本設計の要

求事項の明確化 

3.3.2(1) 

※ 

申請書作成のた

めの設計 

7.3.3 設計開発の

結果に係る情報 

本申請における申請

書作成のための設計 

3.3.2(2)  

設計のアウトプ

ットに対する検

証 

7.3.5 設計開発の

検証 

本申請及びこれに付

随する基本設計の妥

当性のチェック 

3.3.3 

※ 

設計における変

更 

7.3.7 設計開発の

変更の管理 

設計対象の追加や変

更時の対応 

調
達 

3.4 
本申請における

調達管理の方法 

7.4 調達 本申請に必要な設計

に係る調達管理 

※：「3.2 本申請における設計の各段階とその審査」で述べている「設計の各段

階におけるレビュー」の各段階を示す。 
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※２：検査（主要な耐圧部の溶接部、燃料体を除く。）に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長（発電所組織においては、技術課長とする。）
※３：主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長

※４：燃料体検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長

※５：本申請の提出手続きを所管する箇所の長
※６：設工認申請書の提出手続きを主管する箇所の長

※７：設工認申請書の取りまとめを主管する箇所の長（設計における変更において原子力工事センター所長が設計を主管する箇所とならない場合は、当該変更に係る設計を主管する箇所の長の代表者とする。）

※８：定期的な請負会社品質監査以外の監査においては、各ＧＣＭ、センター所長又は各課(室）長

※９：これ以外の箇所で行う契約においては、各ＧＣＭ、センター所長又は各課(室）長

※10：原子燃料関係の調達先の監査
※11：原子燃料関係の契約

土木

建築
室長

地
震
津
波
評
価
Ｇ
Ｃ
Ｍ

原
子
力
設
備
調
達
Ｇ
Ｃ
Ｍ
（※

９
）

原子力技術

部門統括
（土木建築）

原子

燃料

部門

統括

原子

燃料

部長

原
燃
品
質
・
安
全
Ｇ
Ｃ
Ｍ
（※

４
）

原
燃
契
約
戦
略
Ｇ
Ｃ
Ｍ
（※

11
）

原子燃料

サイクル室長

原子燃料

契約部長

原
燃
品
質
・
安
全
Ｇ
Ｃ
Ｍ
（※

10
）

原子

燃料

部門

統括

原子

燃料

部長

原
燃
契
約
管
理
Ｇ
Ｃ
Ｍ
（※

11
）

発電

所長

各
課
（
室
）
長


	O34_鑑_r1（工事計画修正）
	O34_本文_r4
	O34_添付書類目次_r1
	（大飯）添付資料四_202006r1
	【大飯】添五_r2
	00_o34_08_目次r2
	01_o34_08_01r1
	02_o34_08_10r3
	00_O34_10_目次r1
	01_O34_10r1
	添付十一_O34別紙 20200701R0(有毒ガスＥＣＲ)_r1



